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省エネ法の義務について（法律と対象エネルギー）
省エネ法はエネルギーの使用状況等について定期的に報告いただき、省エネや非化石転換等に
関する取組の見直しや計画の策定等を行っていただく法律です。
対象となるエネルギーには、化石エネルギーだけでなく非化石のエネルギーも対象ですのでご留意く
ださい。（R５年度実績から報告開始）
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省エネ法とは

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（以下「省エネ法」という。）は、

一定規模以上（原油換算で1,500kl／年以上のエネルギーを使用する）の事業者に、エネルギーの使用状況等に

ついて定期的に報告いただき、省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定等を行っていただく

法律です。

省エネ法におけるエネルギー

省エネ法におけるエネルギーとは、以下の青枠に示す燃料、熱、電気を対象としています。令和５年４月から新たに非

化石エネルギーが報告対象に加わりました。



※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移行 3

省エネ法では、工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ・非化石転換に関
する取組を実施する際の目安となるべき判断基準及び電気の需要の最適化に関する
指針を示し、一定規模以上の事業者にエネルギーの使用状況等の報告を求めている。

省エネ法の義務について（規制対象分野）



省エネ法の義務について（特定荷主の義務）
輸送量が3,000万トンキロ以上となった荷主は特定荷主として指定。
新たに年度の輸送量が3,000万トンキロ以上となった場合は、貨物の輸送量届出書を提出。
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●東京－大阪間、片道600kmを1日20台、

1台当たり11tの荷物を積んで年間240日輸送させた場合、

600（km）×20（台）×11（t）×240（日）＝3,168万トンキロ となる。

輸送量3,000万トンキロのイメージ

600km
（1日20台、1台当たり11tの荷物）

東 京 大 阪



省エネ法の義務について（中長期計画書の作成）
特定荷主は、年１回、中長期計画書を作成して提出。
エネルギーの使用の合理化や非化石エネルギーへの転換にかかる計画を提出。
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（１）中長期計画の作成

・2030 年度における非化石エネルギー自動車の使用台数割合の目標
・2030 年度における充電インフラ整備の目標
・特殊車両の非化石エネルギーへの転換の技術開発・実証試験 等

②非化石エネルギーへの転換

①エネルギーの使用の合理化

・事業部ごとの省エネ責任者の設置
・モーダルシフト実施のためのマニュアルを策定 等



省エネ法の義務について（定期の報告）
特定荷主は、年1回（毎年6月末日まで）、エネルギーの使用合理化や非化石エネルギーへの
転換の内容について、主務大臣に報告する義務。
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（２）定期の報告

・充電インフラ整備の実施状況
・大型貨物自動車・特殊車両の非化石エネルギーへの転換に向けた実証

実験 等

非化石エネルギー
自動車（及び HEV）の使用台数

自家用・荷主専属用輸送に
使用するトラック台数

①エネルギーの使用の合理化

②非化石エネルギーへの転換

・非化石エネルギー自動車（及び HEV）の使用台数割合＝

③電気の需要の最適化（任意）
貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送について、再エネ出力制御時や電気の需給逼迫時に応じて、系統
電気を使用した貨物輸送の時間変更やEV、PHEV 等の充電時間の変更等の取組について報告することができます。

÷



定期報告書作成の工程
EEGSを使用する際のアカウント申請から報告書提出までの各工程では、エネルギー使用量の把
握や報告書提出前チェックなどに時間がかかるので早めに着手してください。
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１．EEGSのアカウント申請（１日）
（省庁からアカウントの発行を受けるには、２週間程度時間を要します。※時期に
よってはさらに時間を要する可能性もあるため、はやめの申請をお願いします。）

２．各事業所へのアカウント発行・初期登録（１週間）

３．各事業所・貨物輸送事業者等のエネルギー使用量の把握とEEGS入力
（１か月）

４．定期報告書・中長期計画書の作成・提出（１週間）

作成の工程と準備に要する時間の目安
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定期報告書作成の流れ（EEGSによる定期報告書作成・提出の流れ）
EEGSでの報告書作成は特定荷主の事務局が様式43の届け出を所管の経産局に行って事務
局アカウントを入手。
EEGS利用のメリットは、提出作業の軽減、計算精度の向上、過年度報告内容の蓄積、報告書
処理状況の可視化。
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➊
作成

❷
提出

経済産業大臣
・主務大臣

EEGS特定荷主

●EEGSによる定期報告書及び中長期計画書の提出フロー

●EEGS利用のメリット

システム上で報告書提出が完了するため、紙での提出は不要
省エネ法・温対法・フロン法における各種報告の一元管理が可能報告書提出に伴う作業の軽減

システム上で入力値の自動チェックが可能なため、事業所管省庁からの差戻し回数が
減少

算定精度の向上

過去に提出した報告書の内容を確認でき、過年度の報告内容を参照しつつ今年度の
報告書を作成可能

過年度報告内容の蓄積

提出した報告書の省庁での処理状況（提出、受理、差戻し等）がシステム上で確認
可能

報告書処理状況の可視化



EEGS利用の手続き
電子情報処理組織使用届出書に特定排出者番号、特定荷主番号、所在地、事業所名等の
基本的な情報を記載。
申請から通知まで1ヶ月ほどかかりますので、定期報告書等の提出期限(6月末)までに余裕をもっ
て申請

アカウントの発行（EEGS利用申請）

❶電子情報処理組織使用
届出書の作成

❷提出

❸電子申請に必要なID・
PWを通知

特定荷主等
の皆様

経済産業局

●電子情報処理組織使用届出書の届出手順

『電子情報処理組織使用届出書』は省エネポータルサイトの『様式ダウン
ロードページ』の様式43を参照
電子情報処理組織使用届出書に特定排出者番号、特定荷主番号、
所在地、事業所名等の基本的な情報を記載。申請から通知まで1ヶ月
ほどかかりますので、
定期報告書等の提出期限(6月末)までに余裕をもって申請してください。
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EEGS入力操作の概要
EEGSで報告書作成のためにログインできるようにするには様式43の書面での届け出が必要です。
所管の経済産業局よりアクセスキーを受領したらログインのためのIDを取得します。同時にパスワー
ドを設定します。
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アカウントの発行（EEGS利用申請）⇒ ログインID、パスワードを入力して作成開始



EEGS入力操作の概要
ログイン後のEEGSでの入力は下記の流れ。

荷主の登録
（荷主情報の入力）

エネルギー使用量入力
（付表１～３選択、輸送区分選択）

エネルギー使用原単位分母の入力

CO2認証排出削減量・非化石証書の
情報入力

定期報告書の仕上げ
（エラーチェック）

中長期計画書の入力

報告書の提出



EEGSの基本操作方法 1 事業者の入力
事業者入力は「管理機能」の「事業者管理」から「荷主情報の入力」メニューから入力します。
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A事業者

A事業者

管理
機能

事業者
管理

１．事業者の入力
画面構成や
表示された係
数等は、実際
の画面では異
なることがあり
ます。
その場合は実
際の画面に
従って入力し
てください。

事業者管理の画面

この記入例では「荷主情報の入力」の
画面での入力方法を示すが、この画面
で入力・修正ができない項目がある場
合は、「事業者情報の入力」等の画面
で入力する。

次ページへ



EEGSの基本操作方法 ２ 荷主情報入力
荷主の事業者情報として、特定排出者コード、特定荷主番号、法人番号等を入力します。
入力・修正後は忘れずに「入力内容の保存」ボタンを押します。
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A事業者

000000000

0000000

Ａ事業者

えいじぎょうしゃ

荷主情報入力 荷主情報の入力画面

この画面で入力・修正ができない項目があれば、「事
業者情報の入力」等の画面で入力する。

入力・修正後は忘れずに「入力内容を保存」ボタンを押
す。（他の画面も同様）



EEGSの基本操作方法 ３ エネルギー使用量の入力
荷主のエネルギー入力は、「エネルギー使用量の入力（荷主）」メニューから入力します。
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A事業者

２．エネルギー使用量の入力

エネルギー使用量の入力 エネルギー使用量の入力画面

次ページへ



EEGSの基本操作方法 ４ 付表の選定
エネルギー使用量の入力では、入力する付表を燃料法、燃費法、トンキロ法から選定します。
「前年度の輸送区分の取り込み」※のボタンを押すと、前年度入力の輸送区分やエネルギーデータ
を取り込めます。 ※前年度にEEGS（Web入力）で報告した事業者のみが利用可能です。
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A事業者

付表の選定

使用する付表を選択する。

「前年度の輸送区分の取り込み」のボタンを押すと、前年度入力の輸送
区分やエネルギーデータを取り込める。
【注意】今年度入力したデータがあると、破棄されるので、注意のこと。

付表の入力画面

○入力する付表を下記から選定する。
付表1：燃料法
付表2：燃費法
付表3：トンキロ法
（複数の付表の使用も可能）

○前年度の提出で入力した輸送区分やエネルギーデータを取り込むこともできる。



EEGSの基本操作方法 ５ 付表１
付表１が選定されている場合、「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボタンが
表示されますので、輸送区分を選択します。
輸送区分の選択では、自家輸送／委託輸送の区分を選択しますと貨物自動車／その他の区分
が選択できます。
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A事業者

項目を選択してください
自家輸送
委託輸送

輸送
区分の
入力

「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用
ボタンが表示されるので、輸送区分を選択する。

付表１の入力画面（初期画面）

○輸送区分を選択する。
・自家輸送／委託輸送の区分
・貨物自動車／その他の区分

○輸送区分は必要なだけ追加できる。

２．１ 付表1（燃料法）を使用する場合の入力方法

付表1が選択されていることを確認する。



EEGSの基本操作方法 ６ 付表１つづき
識別IDは、付表1～3を通じて異なるIDとします。
区分内容には、事業者の整理用として必要なら入力します。
付表１のエネルギー入力画面では、輸送区分を選択すると、代表的なエネルギー種類が表示され
ます。表示にないエネルギーを選ぶときは、「追加」ボタンを押して追加します。
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A事業者

識別IDを入力する。
○数字、アルファベット、漢字等、形式は任意。
○付表1～3を通じて異なるIDとすること。

エネルギー使
用量等の入

力
区分内容を必要なら入力する。
○事業者の整理用。
○記入の有無は任意。

エネルギー使用量を
入力する。

付表１の入力画面（エネルギー入力画面）

○上記で輸送区分を選択すると、代表的なエ
ネルギー種類が表示される。
○表示にないエネルギーを選ぶときは、「追加」
ボタンを押して追加する。

エネルギーの種類を追加したいと
きは、「追加」ボタンをクリックすると、
右の補助入力ボックスが表示され
るので、選択する。

都市ガス又は電気を選択した場
合の入力方法を次頁に示す。

次ページへ



EEGSの基本操作方法 ７ 付表１つづき
都市ガス・電気の入力では、入力用ボックスが表示されますのでそれぞれ入力します。
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A事業者

エネルギー使
用量等の入力
（都市ガス・
電気の入力方
法）

付表１の入力画面
（都市ガス・電気の
入力画面）

このボタンを押すと、補助入力
用ボックスが表示される。

上記の選択で、画面に都市
ガス又は電気が表示される。

都市ガスの補助入力ボックス
（次頁参照）

電気の補助入力ボックス
（21頁参照）



EEGSの基本操作方法 ８ 付表１つづき
都市ガスの補助入力ボックスでは、「＋追加」のボタンを押して、「都市ガス供給事業者名」、「換
算係数」、「基礎排出係数」及び「使用量」を入力します。
使用量入力欄には千m3単位で入力します。温度や圧力補正の必要はありません。
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都市ガスの補助入力ボックス

手動入力する。 使用量を入力する。
○温度圧力補正は不要。
○補正できる場合は、補正してもよい。

都市ガスの入力画面

○付表2、付表3にも同様の画面がある。

「＋追加」ボタンを押して入力欄を表示させる。



EEGSの基本操作方法 ９ 付表１つづき
電気の補助入力ボックスでは、入力ボタンを押すと、「電気事業者を追加する」ボタンを押して電気
事業者名と電力メニューを選ぶと、「非化石証書の使用状況」のパーセント値が自動表示されます。
非化石電気の割合が自動計算されて「うち非化石電気」の値が表示されます。

22

電気の補助
入力ボックス
①

このボタンを押すと、補助入力ボック
スが表示される。

電気の
入力画面

○付表2、
付表3にも
同様の画
面がある。

電気の補助
入力ボックス
②

使用量入力欄 メニューを選ぶと自動入力。
○自分で修正入力も可能。
○メニューを選んでも空欄の場合は手入力が
必要。

自動計算される。
○計算過程（例）
20 ＋ 80 ✕ 0.13 ＝

30.4 ％
10,000 ✕ 0.304 ＝ 3,040

このボタンを押してメニューを選択する。



項目を選択してください
自家輸送
委託輸送

EEGSの基本操作方法 １０ 付表２
付表２が選定されている場合、「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボタンが
表示されますので、輸送区分を選択します。
輸送区分の選択では、自家輸送／委託輸送の区分を選択しますと貨物自動車／その他の区分
が選択できます。
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２．２ 付表2（燃費法）を使用する場合の入力方法

輸送区分の
入力 「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボ

タンが表示されるので、輸送区分を選択する。

付表2を選択する。

付表2の入力画面（初期画面）

○輸送区分を選択する。
・自家輸送／委託輸送の区分
・貨物自動車／その他の区分

○輸送区分は必要なだけ追加できる。



EEGSの基本操作方法 １１ 付表２つづき
識別IDは、付表1～3を通じて異なるIDとします。
区分内容は、事業者の整理用として必要なら入力します。
付表２のエネルギー入力画面では、輸送区分を選択すると、代表的なエネルギー種類が表示され
ます。表示にないエネルギーを選ぶときは、「追加」ボタンを押して追加します。
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A事業者
エネルギー使
用量等の入
力

付表2の入力画
面（エネルギー
入力画面）

○上記で輸送区
分を選択すると、
代表的なエネル
ギー源が表示され
る。
○表示にないエネ
ルギーを選ぶとき
は、「追加」ボタン
を押して追加する。

識別IDを入力する。
○数字、アルファベット、漢字等、形式は任意。
○付表1～3を通じて異なるIDとすること。

区分内容を必要なら入力する。
○事業者の整理用。
○記入の有無は任意。

輸送距離とエネルギー使用
量（輸送距離/燃費）を
入力する。

都市ガス又は電気を選択した場
合の入力方法を次頁に示す。

次ページへ

エネルギーの種類を追加
したいときは、「追加」ボタ
ンをクリックすると、右の
補助入力ボックスが表示
されるので、選択する。



EEGSの基本操作方法 １２ 付表２つづき
付表２の入力では、都市ガス・電気の入力画面は、補助入力用ボックスを表示させます。
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A事業者

エネルギー使用量等の入力（都市ガス・電気の入力方法）

このボタンを押すと、補助入力用ボックスが表示される。
補助入力用ボックスの入力方法は、付表1の説明参照。

上記の選択で、画面に都市ガス又は電
気が表示される。

付表2の入力画面
（都市ガス・電気の入力画面）



EEGSの基本操作方法 １３ 付表３
付表３が選定されている場合、「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力用ボタンが
表示されますので、輸送区分を選択します。
輸送区分の選択では、自家輸送／委託輸送の区分を選択しますと貨物自動車／その他の区分
が選択できます。
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A事業者

２．３ 付表3（トンキロ法）を使用する場合の入力方法
輸送区分の入力

「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、補助入力
用ボタンが表示されるので、輸送区分を選択する。

付表3を選択する。

項目を選択してください

自家輸送

委託輸送

付表3の入力画面（初
期画面）

○輸送区分を選択する。
・自家輸送／委託輸

送の区分
・貨物自動車／その

他の区分
○輸送区分は必要なだ
け追加できる。



EEGSの基本操作方法 １４ 付表３つづき
付表３の識別ID、区分、追加エネルギー種類等の入力では、揮発油と軽油は自動表示されます。
最大積載量の範囲ごとに入力します。
表示にないエネルギーを選ぶときは、「追加」ボタンを押して追加します。、「追加」ボタンをクリックす
ると、下の補助入力ボックスが表示されるので、燃料・電気を選択します。
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A事業者

識別ID、区分、追加エネルギー種類等の入力 付表3の入力画面（エネルギー入力画面）

○揮発油と軽油は自動表示される。
○最大積載量の範囲ごとに入力する。
○表示にないエネルギーを選ぶときは、「追
加」ボタンを押して追加する。

識別IDを入力する。
○数字、アルファベット、
漢字等、形式は任意。
○付表1～3を通じて異
なるIDとすること。

区分内容を必要なら入力する。
○事業者の整理用。
○記入の有無は任意。

電気を選択した場合、
下段に電気の入力欄が
表示される。

エネルギーの種類を追加したいときは、「追加」ボタンをク
リックすると、下の補助入力ボックスが表示されるので、選
択する。



輸送量
(千トンキロ)識別

輸送区分

燃費基準

エネルギー使用量

2023年度
2024年度
（A)

2023年度
2024年度
(B)

単位 熱量GJ
(参考)平均
積載率
(C)(％)

CO2排出量
(t-CO2)

(A)と(Z)と(X)から(B)を自動計算
【←】で(B)へセット

簡易計算機能
(A)と(Z)と(X)から
(C)を自動計算
【←】で(C)へセット

最大積載量(Z)
エネ使用量／
輸送量(Y)

エネ使用量
(A)×(Y)

2022年度基準

2015年度基準

その他

EEGSの基本操作方法 １５ 付表３つづき
付表3の貨物自動車入力画面では、最大積載量の範囲の「入力／削除」ボタンを押すと、右側
に、入力欄が表示されます。
貨物自動車の該当する年度基準を確認します。輸送したトンキロの合計を千トンキロ単位で入力
します。最大積載量（Z)及び積載率（X）を入力し、「←」ボタンを押すと、エネルギー使用量及
びCO2排出量等が自動計算されます。
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エネルギー使用量等の入力① （貨物自動車の場合）

① 貨物自動車の該当する
年度基準を確認する。
（不明な場合は「その他」）

貨物自動車の
入力方法

最大積載量の
範囲の「入力
／削除」ボタン
を押すと、右側
に、入力欄が
表示される。

①

③ 最大積載量（Z)及び積載率
（X）を入力し、「←」ボタンを押す
と、エネルギー使用量及びCO2排
出量等が自動計算される。

② 輸送したトン
キロの合計を千ト
ンキロ単位で入
力する。

④ エネルギー使用量、熱
量GJ、CO2排出量は、
①～③の操作により自動
表示される。

② ③④

付表3の入力画面（貨物自動車入力画面）

積載率(％)
(X)



(千トンキロ)識別

燃費基準

使用量

2023年度
2024年度
（A)

2023年度
2024年度
(B)

単
位

熱量GJ
(参考)平均積載

率
(C)(％)

(t-CO2)
【←】で(B)へセット【←】で(C)へセット

最大積載量(Z)
エネ使用量／
輸送量(Y)

エネ使用量
(A)×(Y)

2022年度基準

2015年度基準

その他

EEGSの基本操作方法 １６ 付表３つづき
電気の入力方法では、この画面で電気を選択すると、最下段に入力欄が表示されます。
最大積載量を入力します。千トンキロを入力します。電気の補助入力ボックスを表示させ、入力し
ます。
入力した電気の使用量が表示され、電気の熱量GJ、CO2排出量が自動計算されて表示されま
す。

エネルギー使用量等の入力① （貨物自動車の場合）

電気の入力
方法

上図で電気
を選択すると、
最下段に入
力欄が表示さ
れる。

① ② ③ ⑤

① 最大積載量を
入力する。

② 千トンキロを
入力する。

④

④ 右の③で入力
した電気の使用量
が表示される。

⑤ 左の③で入力した電気の
熱量GJ、CO2排出量が自動
計算されて表示される。

付表3の入力画面（貨物自動車入力画面）
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③ クリックして電気の補助入
力ボックスを表示させ、入力す
る（付表1の説明参照）。

積載率(％)
(X)



EEGSの基本操作方法 １７ エネルギー使用量の入力つづき
船舶・鉄道・航空機の場合は、付表3を選択します。「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、
補助入力用ボタンが表示されるので、「委託輸送」を選択します。
委託輸送を選択すると、船舶、鉄道及び航空機の選択ボタンが表示されますので、該当するもの
を選択します。
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A事業者

エネルギー使用量等の入力② （船舶・鉄道・航空機の場合）

「＋輸送区分を追加する」のボタンを押すと、
補助入力用ボタンが表示されるので、「委託
輸送」を選択する。

付表3を選択する。

項目を選択してください
自家輸送
委託輸送

「委託輸送」を選択すると、「船舶」、「鉄道」、「航空
機」の選択ボタンが表示されるので、該当するもの
を選択する。

付表3の入力
画面
（船舶・鉄道・
航空機の入力
画面）

○委託輸送を
選択すると、船
舶、鉄道及び
航空機の選択
ボタンが表示さ
れる。

次ページへ



EEGSの基本操作方法 １８ エネルギー使用量の入力つづき
付表3に「船舶」、「鉄道」、「航空機」の入力欄が表示されます。
「船舶」の場合は、格付けを選択します。、輸送量を入力し、「←」ボタンを押すと熱量GJとCO2排
出量が自動計算されます。
「鉄道」及び「航空機」の場合は、輸送量を入力すると熱量GJとCO2排出量が自動計算されます。
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識別
輸送区分

燃費基準 2023年度
2024年度
（A) 2023年度

2024年度
(B)

単
位

熱量GJ
(参考)平均
積載率
(C)(％)

CO2排出量
(t-CO2)

輸送量
(千トンキロ)

エネルギー使用量

付表3に「船舶」、「鉄道」、「航空機」の入力欄が表示される。

「船舶」の場合は、格付けを選択する。
不明な場合は「その他」を選択する。

「船舶」の場合は、輸送量を入力
し、「←」ボタンを押すと熱量GJと
CO2排出量が自動計算される。

「鉄道」及び「航空機」の場合は、輸送量を入力す
ると熱量GJとCO2排出量が自動計算される。



EEGSの基本操作方法 １９ エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の入
力

「エネルギー使用量の入力」メニューから荷主の「エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の入力」
を開くと、使用量と密接な関係を持つ値の名称、単位、数量を記入すると、第２表に自動表示さ
れます。
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A事業者A事業者

エネルギー使用量と
密接な関係を持つ
値（原単位の分
母）の入力画面

３．エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の入力

エネルギー使用量と密
接な関係を持つ値の
「名称」、「単位」及び
「数量」を入力する。



EEGSの基本操作方法 ２０ 排出削減量の入力
CO2排出削減量や非化石証書の入力は、「その他：報告書情報の入力」から「認証排出削減
量・証書等による非化石エネルギーの使用量の入力」メニューから入力します。
「排出削減量・非化石エネルギーを入力」ボタンを押すと入力ボックスが現れます。
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A事業者A事業者

４．認証排出削減量（J－クレジット等）・非化石証書等の入力

入力画面

「非化石電源
二酸化炭素
削減相当量」
とは「非化石
証書」をＣＯ
２に換算した
もの。

このボタンを押すと入
力ボックスが現れるの
で、入力する.。

↓
左下のように入力値
が表示される。



EEGSの基本操作方法 ２１ 非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情
報入力

第9表の6 非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報は種別、非化石証書の量、を入力
すると「削減相当量計算」のボタンで排出量が自動計算されます。
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第9表の6 非化石電源二酸化炭素削減相当量に係る情報

入力欄 「削減相当量計算」のボタンを押すと、自動計算される。

認証排出削減量（J－クレジット等）は前頁の入
力のみでよいが、
非化石証書の場合は、この表も記入が必要。

非化石証書等の入力画面（第9表）

○この表は「５．定期報告書の仕上げ」で定
期報告書第9表を表示させ、「6 非化石電源
二酸化炭素削減相当量に係る情報」の欄に
入力する。

※荷主ではなく、貨物の輸送を行わせる貨物輸送事業者が所有する非化石証書について記入すること。



EEGSの基本操作方法 ２２ 定期報告書の仕上げ
定期報告書の入力は、「特定荷主」メニューから確認します。
定期報告書の各表の大部分にデータが自動計算されて表示されます。
定期報告書の各表を表示させ、誤入力又は未入力箇所あれば、修正、入力します。
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A事業者

５．定期報告書の仕上げ
定期報告書の入力

○上記の１～４項を入力することで、定期報告書の各表の大部分にデータが自動計算されて表示される。
○これらの入力が完了したら、下記の手順で定期報告書の各表を表示させ、誤入力又は未入力箇所あれば、修正、
入力する。
○誤入力又は未入力箇所（入力必須箇所で）があれば、定期報告書の各表の画面に赤帯で表示される。

次ページへ

定期報告書の入力画面



EEGSの基本操作方法 ２３ 定期報告書の仕上げつづき
エラーチェックでは、赤色または黄色でメッセージが表示されます。黄色は警告・注意喚起のメッセー
ジですので内容を確認して問題なければ先へ進みます。
なお、赤字のエラーが解消しないと報告書は提出できません。赤字の表を選択して入力値を確認
します。他の表等の修正を行った場合には更新ボタンを押さないと、反映されません。
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A事業者

①更新ボタンを押さないと、他の表等の修正内容が反映されない。
②更新ボタンを押したら、必ず保存ボタンを押す。

表示から順番
に表を選択し、
誤入力又は未
入力箇所があ
れば、修正、
入力する。

②①

特定表・指定表の仕上げ

定期報告書（表紙～第
9表）の入力画面

【注意】
下記の２つのボタンを押
し忘れると、修正等の内
容が反映されないので、
都度確実に押すこと。
○報告書データの更新
○入力内容を保存



EEGSの基本操作方法 ２３ 中長期計画書の入力
中長期計画書の入力では、「荷主」を選択します。画面に従って、未入力箇所を入力します。
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A事業者

A事業者
６．中長期計画書の入力

①更新ボタンを押さな
いと、他の表等の修正
内容が反映されない。
②更新ボタンを押したら、
必ず保存ボタンを押す。

②

①
中長期計画書の
入力画面

画面に従って、未入力箇
所を入力する。



EEGSの基本操作方法 ２４ 説明資料の添付
説明資料を添付するときは、「定期報告書の入力」等の画面で、「添付資料アップロード」のボタン
を押します。
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A事業者

７．説明資料の添付
定期報告書・中長期計画書の入力の画面等

説明資料を添付するときは、
「定期報告書の入力」等の画
面で、このボタンを押す。

定期報告書（表紙～第9表）の入力画
面
（添付資料のアップロード）



EEGSの基本操作方法 ２５ 報告書の提出
定期報告書の提出では、「報告書の一覧」メニューから提出物一覧画面を表示し、ステータスを確
認します。
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A事業者

８．定期報告書の提出
定期報告書の提出の画面

次ページへ



EEGSの基本操作方法 ２６ 報告書の提出
定期報告書の提出は、「報告書一覧画面」から送信。
その際、省エネ法定期報告書（特定荷主）の「ステータス」が「一保存データあり」になっていること
を確認。
「操作」欄にあるチェックマークをクリックするとエラーチェックができます。エラーがあれば、入力画面に
戻り、修正。エラーがなくなれば、この矢印マークが緑色に変わり、クリックすると提出画面に進む。
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A事業者

省エネ法定期報告書（特定荷
主）の「ステータス」が「一保存データ
あり」になっていることを確認する。

このチェックマークをクリックするとエラー
チェックができる。
エラーがあれば、入力画面に戻り、修
正する。

エラーがなくなれば、この矢印マークが緑色に
変わり、クリックすると提出画面に進むことがで
きる。
提出画面の画面表示に従って、提出する。

提出物の一覧の画面報告書（届出書等）一覧画面



エネルギー使用量の把握の仕方（対象エネルギーと原油換算方法）
貨物輸送に使用するエネルギーは燃料・電気が対象。
使用量に燃料・電気の換算係数を乗じて、各々の熱量「GJ（ギガジュール）」を求める。
特定荷主の年度間の合計使用熱量「GJ」を求める。
１年度間の合計使用熱量「GJ」に、0.0258（原油換算係数[kℓ/GJ])を乗じて、１年度間のエ
ネルギー使用量kℓ（原油換算値）を求める。
エネルギー使用量の入力画面で入力するエネルギーの種類は下表。
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❶ 全ての事業所等で使用した燃料・
電気ごとの年度間の使用量を集計してく
ださい（電気・ガスについては、エネル
ギー供給事業者の毎月の検針票に示さ
れる使用量でも可能です）。
❷ ❶の使用量に燃料、熱及び電気の
換算係数を乗じて、各々の熱量「GJ
（ギガジュール）」を求めてください。
❸ ❷を全て足し合わせて年度間の合
計使用熱量「GJ」を求めてください。
❹ ❸の１年度間の合計使用熱量
「GJ」に、0.0258（原油換算係数
[kℓ/GJ])を乗じて、１年度間のエネル
ギー使用量（原油換算値）を求めてく
ださい。

単位発熱量電気の種類

GJ/ 千kWh

8.64化石分電気事業者
からの買電

自己託送
以外

系統電気

買
電

8.64非化石分

3.60非化石 重み付けなし
オフサイト

ＰＰＡ 3.60非化石 重み付けあり

3.60非燃料由来の非化石電気

自己託送 8.64化石分
上記以外

8.64非化石分

3.60非燃料由来の非化石電気

自営線
（他事業者からの供給）

8.64化石分
上記以外

8.64非化石分

3.60
非燃料由来の非化石電気

（オンサイト PPA 含む）直接使用・自営線
（自社内の供給含む）

自
家
発 ※投入した燃料・熱で

カウント上記以外

単位発熱量燃料・電気の種類No.
GJ/ キロリットル33.4揮発油１
GJ/ キロリットル36.3ジェット燃料油２
GJ/ キロリットル38.0軽油３
GJ/ キロリットル38.9A 重油４
GJ/ キロリットル41.8B・C 重油５

GJ/ トン50.1液化石油ガス（LPG）６ 出典）省エネ法告示※

単位発熱量燃料・電気の種類No.
GJ/ キロリットル23.4バイオエタノール７
GJ/ キロリットル35.6バイオディーゼル８

GJ/ 千㎥21.2バイオガス９
GJ/ トン142水素10
GJ/ トン22.5アンモニア11



定期報告書の作成（第１表１－１ エネルギーの使用量）
輸送の区分に応じて付表と共通の識別（ID）番号を付与。
「算定手法」は、燃料法、燃費法、トンキロ法のいずれかを記載。
「エネルギー使用量」は数量に単位発熱量を乗じて熱量換算量（GJ）を記入。
非化石エネルギーも記載。
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記入のポイントNo
• 識別（ID）は以下を考慮して任意に設定

「自家輸送/委託輸送」、「輸送モード」、「輸送形態（
調達、販売等）」、「算定方法」等
• 識別（ID）に記入し算定方法毎に付表１～３にも詳
細を記入

• 付表の添付漏れに注意
• 第１表の識別（ID）は付表１～３の識別（ID）との
整合性に注意

①

• （ ）内にその輸送区分を特徴付ける名称を記入
※専属便、専用便、貸切便、混載便、輸送品目等

②

• 自社で使用したエネルギー使用量のうち、
荷主連携省エネルギー措置の対象外となるエネルギ
ー使用量を記入

③

• 第１表２ ．（３）の数値に基づいて連携分を記入④
• 付表１～３のうち、非化石エネルギーの合計値を記
載

⑤

• 合計GJ × 0.0258⑥
• 当該年度値［ｋｌ（キロリットル）］

• 前年度値［ｋｌ（キロリットル）］

※前年度値は前年度に報告した値を使用

⑦

• IDの設定方法に関する解説、小規模輸送として省略
したもの、前年度からの変更理由等を記入

⑧



定期報告書の作成（燃料法、燃費法、トンキロ法）
輸送にかかるエネルギーの使用量の算定方法については、燃料法、燃費法、トンキロ法の３つの
方法が定められています。
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車両等の燃料使用量が把握できる場合に用います。
最も精度が高いが、混載の場合には荷主別の按分が必要となるため、詳細なデータ把握が必要となります。

車両等の燃費と輸送距離が把握できる場合に用います。
実測で燃費が把握できれば精度が高いが、混載の場合には荷主別の按分が必要となるため、詳細なデータ把握が必要となります。

貨物輸送量［トンキロ］に、省エネ法告示※で定められたトラックの最大積載量と積載率から求
められる数式により算出される燃料使用原単位をかけて算定します。この手法では積載率による原単位の違いを反映できます。

輸送機関別貨物輸送量［トンキロ］に、省エネ法告示※別表第4で定められた輸送機関別エネルギー使用原単位をかけて算定します。

トラック：改良トンキロ法

船舶、鉄道、航空機：従来トンキロ法

●容量単位として『リットル』と『キロリットル』が混在していることに注意

●容量単位として『リットル』と『キロリットル』が混在していることに注意

●熱量単位として『GJ』と『MJ』が混在していることに注意

高い

低い

ಖ
২

（１）燃料法

（３）トンキロ法

（２）燃費法

エネルギー使用量
［GJ］

エネルギー使用量
［GJ］

エネルギー使用量
［GJ］

エネルギー使用量
［GJ］

燃料使用量
［キロリットル］

単位発熱量
［GJ/キロリットル］

燃料使用量
［キロリットル］

単位発熱量
［GJ/キロリットル］

輸送距離
［キロメートル］

1燃費
［キロメートル/リットル］ 1,000

1
1,000

1
1,000

エネルギー使用原単位
［MJ/トンキロ］

貨物輸送量
［トンキロ］

貨物輸送量
［トンキロ］

単位発熱量
［GJ/キロリットル］

改良トンキロ法
燃料使用原単位

［リットル/トンキロ］

＝ ×

＝ ×

×÷

＝

× × ×

× ×

＝



定期報告書の作成（付表１ 燃料法）
燃料法を用いて算定する輸送区分（ID）が一つでもある場合には、この表にそのIDについて記入。
「エネルギー使用量」には固有単位量の数値（軽油の場合にはkl）及び熱量換算量（GJ）を記入。
電気自動車に係る定期報告は、電気使用量を把握し、エネルギー使用量の数値欄に電気使用量
（kWh）を記入。
非化石エネルギーも記入。
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• 付表１の計算について、＜算定方法（燃料法、燃費法、トンキロ
法）＞本書P.19参照

①

• 識別（ID）は第１表にあわせて記入②
• 様式にある固有単位量の数値で記入
例：軽油の場合はkl（キロリットル）

③

• 数値×単位発熱量
※単位発熱量は省エネ法告示及び＜エネルギー使用量の算定に係
る係数一覧＞本書P.21参照
例：軽油の場合の単位発熱量は38.0［GJ/kl］

• この記入例の場合
揮発性：101,202［GJ］ ＝ 3,030［kl］ × 33.4［GJ/kl］
電気 ：1,440［GJ］ ＝ 400［千kWh］ × 3.60［GJ/千kWh］
軽油 ：190,000［GJ］ ＝ 5,000［kl］ × 38.0［GJ/kl］
電気 ：72［GJ］ ＝ 20［千kWh］ × 3.60［GJ/千kWh］
バイオディーゼル：427［GJ］ ＝ 12［kl］ × 35.6［GJ/kl］

④

• 第１表２ ．（３）の数値に基づいて、連携で使用したエネルギー
使用量を記入

⑤

• この記入例の場合
293,141［GJ］ = 101,202 + 1,440 + 190,000 + 72 + 427
［GJ］

⑥
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定期報告書の作成（付表２ 燃費法）
燃費法を用いて算定する輸送区分（ID）が一つでもある場合には、この表にそのIDについて記入。
「エネルギー使用量」には固有単位量の数値（軽油の場合にはkl）及び熱量換算量（GJ）を記入。
非化石エネルギーも記入。



定期報告書の作成（付表３ トンキロ法）
トンキロ法を用いて算定する輸送区分（ID）が一つでもある場合には、この表にそのID について記
入。
「輸送量」にはその輸送区分で輸送した貨物の輸送量を千トンキロ単位で記載。
「エネルギー使用量」には固有単位量の数値（軽油の場合にはkl）及び熱量換算量（GJ）を記入。
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記入のポイントNo
・付表３の計算については、＜算定方法（燃料法、

燃費法、トンキロ法）＞本書P.19参照
①

・識別（ID）は第１表にあわせて記入②
・識別（ID）ごとに区分内容を記入③



定期報告書の作成（付表３ トンキロ法つづき）
補足欄には、トンキロ法によるエネルギー使用量の算定に関して、積載率の適用方法（4t車の積載
率は○○、10t車の積載率は○○と設定等）、トンキロの算定方法、例外的事項（ 拡大推計を
含む）、前年度からの算定方法の変更事項等を記載。
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• 様式にある固有単位量の数値で記入
例：軽油の場合の単位は kl（キロリットル）

• この記入例の場合
軽油（4,000～5,999kg）：89.311…［kl］
＝1,530×1,000［トンキロ］

×10.8 ÷（65÷100）0.812÷ 5,000 0.654［l/トンキロ］÷1,000
軽油（10,000～11,999kg）：247.286…［kl］
＝7,622×1,000［トンキロ］
×10.8 ÷（71÷100）0.812÷ 11,000 0.654［l/トンキロ］÷1,000

④

• 数値×単位発熱量
※単位発熱量は省エネ法告示及び ＜エネルギー使用量の算定に係る係数一覧＞本
書P.21参照
例：軽油の場合の単位発熱量は38.0［GJ/kl］

• この記入例の場合
軽油（4,000～5,999kg）

：3,394［GJ］ ＝ 89.311…［kl］ × 38.0［GJ/kl］
軽油（10,000～11,999kg）

：9,397［GJ］ ＝ 247.286…［kl］ × 38.0［GJ/kl］

⑤

• 平均積載率はトンキロ法の貨物輸送量あたり燃料使用量の設定に用いた積載率を
記入

⑥

エネルギー使用量［kl（キロリットル）］

貨物輸送量［千トンキロ］× 1,000
⑦

エネルギー使用量［GJ］× 0.0258
貨物輸送量［千トンキロ］× 1,000

⑧

• この記入例の場合
14,057［GJ］ = 3,394 + 9,397 + 1,267［GJ］

⑨

• 算定対象範囲、拡大推計等を含む例外的事項、前年度からの変更事項等を記入⑩



定期報告書の作成
（第１表１－２ 電気の国内認証非化石エネルギー相当量等に係る情報）

クレジット特定番号等の欄には、無効化及び償却又は移転した証書等を特定する番号を記載。
無効化及び償却日又は移転日の欄には、無効化及び償却を行った日付又は登録簿上に記載された
移転の日付を記載。
非化石エネルギー相当量について、無効化や償却を行った場合は正の値、移転した場合は負の値で
記載。
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記入のポイントNo
• 環境大臣及び経済産業大臣が定める
国内認証非化石エネルギー相当量
（新規追加）がある場合、
相当量に係る情報を記入

• 無効化量は正の値、移転量は負の値
で記入
また、事業者が無効化又は移転を
行ったことを確認できる資料を添付

①

• 電気メニューごとに使用量及び非化
石割合を記入

②



定期報告書の作成
（非化石エネルギーのみなし使用量として評価される証書等）

非化石エネルギーのみなし使用量として評価される証書等は、「国内クレジット」、「オフセット・クレ
ジット」、 グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度によって認証された「グリーン電力・熱証
書」、「J－クレジット」。
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その他電気熱

・その他我が国全体の非化石
エネルギーへの転換に資す
るものとして適切であると
認められる証書 等

・非化石電気由来国内クレジット
・非化石電気由来オフセット・クレジット
・認証済グリーン電力証書
・非化石電気由来 J- クレジット
・非化石証書

・非化石熱由来国内クレジット
・非化石熱由来オフセット・クレジット
・認証済グリーン熱証書
・非化石熱由来 J- クレジット

＜省エネ法で非化石転換の取組として評価される証明書等の種類＞

＜証書等による非化石エネルギーのみなし使用量の計算方法＞

※1 月 1 日～ 12 月 31 日の発電に係るもの

非化石証書に
係る電力の量(※)

＝ － ＋報告対象年度の
移動量

報告対象年度の
無効化量

非化石
エネルギー
みなし量

証書等による非化石エネルギーのみなし使用量は以下の計算式で算出します。非化石エネルギーへの転換に係る評価におい
ては、使用した非化石エネルギーのうち、この非化石エネルギー相当量分を非化石エネルギーに置き換えて計算を行います。

省エネ法で非化石転換の取組として評価される証書等は下表のとおりです。



定期報告書の作成（第２表～第５表）
第２表の「エネルギー使用量と密接な関係を持つ値」の欄には、売上高、輸送コスト、輸送重量、輸
送トンキロ等荷主としての委託輸送に係るエネルギー使用量と密接な関係を持つ値を記載。
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記入のポイントNo
• エネルギーの使用に係る原単位の分母の値の種類を記
入

• 前年度から変更する場合は第４表に理由を記入
①

• 年度とその時の値を記入②
• 省エネ法改正に伴い2023年度報告より、非化石エネ
ルギーも報告の対象に含まれることから、
エネルギー消費原単位も変わる点に留意が必要

• 原単位変化を算定するため、（ ）内に改正前の基準
で記入

③

当該年度値［kl（キロリットル）
前年度値［kl（キロリットル）］④

• 書き切れない場合は別紙⑤
• 当該年度は右端⑥
• （（Ⓒ－１）×（Ⓓ－１）×（Ⓔ－１）×（Ⓕ－１
））１／４⑦

※ 前年度値は前年度に報告した値を用いる

× 1 0 0 %

本年度報告では、手引きの記載例は、
‘２０２３年度’は‘２０２４年度‘と
読み替える



定期報告書の作成
（第５表１ 過去５年度間のエネルギー消費原単位の変化状況）

２０２５年度の定期報告では、２０２３年度・２０２４年度の実績の新法値に対してこの表の
赤字のとおり、対前年度比を算定。
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定期報告書の作成（第５表２ 非化石エネルギーの使用状況）
「非化石エネルギー自動車割合」は、「非化石エネルギー自動車の合計」を「自家用及び荷主専
属用輸送に使用する貨物自動車の合計」で除した数値を報告。
ハイブリッド自動車を非化石エネルギーへの転換と捉えることはしないが、省エネルギーに重要な役
割を果たすことから、非化石エネルギーへの転換の取組の評価の際に参考事項として考慮。
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記入のポイントNo.
• 最大積載量ではなく、車両総重量であることに注意①
• 「荷主専属用輸送」とは、貨物自動車運送事業法（平成元
年法律第８３号）第２条第２項に規定する一般貨物自動車
運送事業の用に供する自動車による貨物の輸送のうち特定
の荷主の専属として行う貨物の輸送及び同条第３項に規定
する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車による貨
物の輸送

②

• 「2030年度」までに「５％」（2023年４月時点）③
• 既に達成している場合、あるいは達成が極めて困難と客観
的に判断できる事情がある場合には、
目安と異なる数値を目標として設定

④

• バイオ燃料又は合成燃料の混合割合が過半を占める自動車
の台数

⑤

• 化石燃料を使用するハイブリッド自動車の台数を参考事項
として考慮する

例：非化石エネルギー自動車の割合が４％であっても、ハイ
ブリッド自動車を含めて目安を達成した場合に、ハイブ
リッド自動車を使用していない者に比べて評価する

⑥

• 電動車とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイ
ブリッド自動車、ハイブリッド自動車のこと

⑦

• バイオ燃料又は合成燃料の混合割合ごとの使用した貨物自
動車の情報

⑧



定期報告書の作成（第５表２－３～２－５）
「充電設備の設置数」は、「目標年度における定量目標の目安」は現時点で設定していないが、
EVやPHEVの導入を促進するため、荷主においても自らのヤード等で設置を検討し、２０３０年
度における設置数について目標を設定
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記入のポイントNo
• 目安の設定はしていないため、自主的に目
標を設定

①

• 充電設備についての補足情報
（普通充電 / 急速充電、その各々の台数、
台数が前年度から変更した場合の理由）、
目標に関する解説

②



定期報告書の作成（第６表 原単位や使用割合が改善・向上しなかった理
由）

過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均 1％以上改善できなかった場合、前
年度に比べ改善できなかった場合の理由を記載。
非化石エネルギーの使用割合が向上しなかった理由を記載。
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定期報告書の作成（第７表 判断基準の遵守状況）
第７表は、荷主の判断基準に示される項目のうち、「I エネルギーの使用の合理化の基準」に示
す項目について、その遵守状況を記載。
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記入のポイントNo
• 必ず各項目のいずれか「✓」 印または、
「■」印を記入

• 各項目において２箇所以上記入しない

①

• 「該当なし」は、検討したが合理化に資
するものでないと判断して実施を見送っ
た場合、または、輸送手段として選択す
ることが不可能な場合等に選択

②



定期報告書の作成（第８表 実施した措置）
エネルギー使用合理化、非化石エネルギーへの転換、電気の需要の最適化に関して実施した具
体的な措置を記入。
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記入のポイントNo
• 当該年度に実施した取組を記入
（荷主の判断基準の内容以外の措置でも
可）

①



定期報告書の作成（第９表１ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭
素の排出量 ）

付表１～３に示される燃料種類ごとの燃料および電気の使用量から算定されるエネルギーの使
用に伴って発生する二酸化炭素の排出量をt単位の二酸化炭素量で記入。
排出量は、今年度報告から燃料の使用と電気の使用に分けて記入。
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○燃料種類ごとのエネルギー使用量あたりの二酸化炭素排出量
・燃料

二酸化炭素排出量＝エネルギー使用量（GJ）×排出係数（tC／GJ）×44／12
・電気

二酸化炭素排出量＝電気使用量（kWh）×排出係数（tCO2／kWh）

※燃料の使用に伴う二酸化炭素及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の区分に準じて区分し
て記載することができない場合には、燃料の使用に伴う二酸化炭素として記載する こと。



定期報告書の作成（第９表５～７ 国内認証排出削減量・非化石証書）
国内認証排出削減量のうち再生可能エネルギー電気の使用により削減されたものの種別ごとに
記載。 国内認証排出削減量は、無効化日又は移転日ごとに記載。
非化石電源二酸化炭素削減相当量は非化石証書の種別ごとに記入。種別ごとの非化石電源
二酸化炭素削減相当量の欄には、非化石証書の量に全国平均係数及び補正率を乗じて得ら
れた非化石電源二酸化炭素削減相当量を記載。
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※荷主ではなく、貨物の輸送を行わせる貨物輸送事業者が所有する非化石証書、無効化・移転したクレジット
等について記入すること。



中長期計画書の作成（Ⅰ 特定荷主の名称等）
中長期計画書の提出頻度軽減の条件に該当しており、免除の希望場ある場合には「希望する」
にチェック。
合理化の計画期間、非化石転換の計画期間を記載。
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• この欄は記入不要①

•管轄地域の経済産業局長及び事業所管省庁地方支分部局長等宛②
•「株式会社」と「社名」の間はスペースを空けず
「㈱」は使用せずに記入

•国税庁HPに掲載されている13桁の法人番号(半角)を入力

③

•代理人が提出する場合には委任状を提出
（ただし既に提出済み等においてその写しでも可）

④

•経済産業局より指定された番号を記入
番号は０（ゼロ）を省略せず６桁で記入

⑤

•日本標準産業分類の細分類に従って記入
（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido
/sangyo/index.htm）

• 名称と４桁番号の整合性に注意

⑥

•提出頻度軽減の条件（５年度間平均エネルギー消費原単位を年
１％以上低減※ 本書P.8参照）に該当しており、計画期間中の
中長期計画の提出免除を希望する場合は【希望する】のチェッ
クボックスに印をつける

⑦

•計画上の取組を実施する期間を記入（提出する年もしくはその
翌年を最初の年として記載）

•表Ⅱの「実施期間」の直近年から最も長い年までを記入
⑧

•前年度から計画内容に変更がない場合は【計画内容に変更なし
】のチェックボックスに印をつける

⑨



中長期計画書の作成（Ⅱ エネルギーの使用の合理化に関する計画１～３）
省エネ計画を記載し、省エネの期待効果をｋL/年で記載。
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記入のポイントNo
•対策の種類別
例：モーダルシフトの推進、

積み合わせ輸送・混載便の利用
•対策の種類別が多く、記入欄が足りない場合は、
行を追加等して記入

⑩

•実施期間は
表Ⅰの「本計画書の計画期間」との整合をとる

•実施期間は年月で記入（開始期間及び終了期間）
•単年度の実施の場合、2023年～2023年と記入

⑪

•計画期間内で効果を原油換算kl（キロリットル）/
年単位で記入、期待効果の合計が全体のエネルギ
ー使用量の１％を上回ることが望ましい

•数値のみ記載

⑫

•Ⅱに記載した計画に関連する上位の計画や個々のエ
ネルギー使用合理化期待効果が算定できないような
取組体制等の計画等を記入

⑬



中長期計画書の作成
（Ⅲ １－１ 非化石エネルギー自動車の使用割合8t以下～１－４）

非化石エネルギーへの転換において、非化石エネルギー自動車の使用の目標台数を記載。
バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報、非化石エネルギー自動車（車両総
重量８ｔ以下）への転換に関する事項及び参考情報、充電設備の設置数を記載。

61

記入のポイントNo
• 最大積載量ではなく、車両総重量であることに注意①
• 「荷主専属用輸送」とは、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第
２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車による貨
物の輸送のうち特定の荷主の専属として行う貨物の輸送及び同条第３項に規
定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車による貨物の輸送

②

• 「2030年度」までに「５％」（2023年４月時点）③
• 既に達成している場合、あるいは達成が極めて困難と客観的に判断できる事
情がある場合には、
目安と異なる数値を目標として設定

④

• バイオ燃料又は合成燃料の混合割合が過半を占める自動車の台数⑤
• 化石燃料を使用するハイブリッド自動車の台数は、参考事項として考慮する
※非化石エネルギー自動車の割合が４％であっても、ハイブリッド自動車を含め

て目安を達成した場合は、ハイブリッド自動車を使用していない場合よりも評
価する

⑥

• 電動車とは、
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッ
ド自動車のこと

⑦

• バイオ燃料又は合成燃料の混合割合ごとの使用した貨物自動車の情報⑧
• 非化石エネルギー自動車の台数への算入についての補足情報
（算入方法、推計方法、その推計方法を前年度から変更した場合の理由）、目
標に関する解説

⑨

• 目安の設定はしていないため、自主的に目標を設定⑩



中長期計画書の作成
（Ⅲ １－５ 非化石エネルギー自動車の使用割合8t超～１－８）

非化石エネルギー自動車の使用の目標台数を記載。
バイオ燃料・合成燃料を使用する自動車に係る参考情報、非化石エネルギー自動車（車両総
重量８ｔ以下）への転換に関する事項及び参考情報を記載。
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記入のポイントNo
• 目安の設定はしていないため、自主的に目標を設定①
• 各輸送機器について自主的に目標を設定している場合
に記入

②



中長期計画書の作成
（Ⅲ ２ 非化石エネルギーの転換に関する定性的な目標）

計画内容を種類別に計画内容と実施時期を記載。
定量的に記載できない取組ながら、効果の高い取組も参考情報に記載。
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記入のポイントNo
• 対策の種類別
例：技術開発・実証試験への参画、貨物輸送事業者

等との連携、
輸送用機械器具への使用を目的とした非化石エネ
ルギーの供給

①

• 実施期間は表Ⅰの「本計画書の計画期間」との整合
性のこと

• 実施期間は年月で記入（開始期間及び終了期間）
• 単年度の実施の場合、2023年～2023年と記入

②

• 定量的に記載できない取組ながら、
効果の高い取組やその他非化石エネルギーへの転
換に資する実証試験等について記入

③



公開FAQのよくある質問
よくある質問の回答は資源エネルギー庁のホームページに掲載されています。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise
/factory/faq/index.html
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省エネ法の解説（荷主が遵守すべき判断基準）
荷主は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、以下に示す諸基準を遵守することを通

じて、省エネルギー対策の適切かつ有効な実施が求められます。
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荷主の合理化の判断基準

Ⅰ．エネルギーの使用の合理化の基準

荷主は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、以下に示す諸基準を遵守することを通じて、省エネルギー対策の適切かつ有効
な実施が求められます。

１．共通的な取組

(1) 取組方針の作成とその効果等の把握
貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に対する取組方針を定めるほか、責任者を配置し、エネルギーの使用の実態等
を正確に把握する。

(2) 輸送効率向上のための措置
輸送効率を考慮した商品の開発や荷姿の設計、貨物の輸送距離の短縮、燃費の向上、計画的な貨物の輸送に努める。

(3) 準荷主との連携
準荷主と調整し、貨物の輸送頻度や納品回数の削減、リードタイムの見直しを実施する。

(4) 取組に関する情報の開示
エネルギー消費原単位に関する情報の開示について検討すること。

２．主に企業向けの大口貨物の配送効率向上の取組

３．主に消費者向けの小口貨物の配送効率向上の取組

配送の計画化や平準化につながる発注等による積載率の向上を図るほか、エコドライブ支援機器の導入への協力、
自営転換やモーダルシフトの推進、輸送機器の大型化を図る。

消費者による配達予定日時や受取場所の指定を可能とし、その変更に対応する等により、再配達の削減等を図る。



省エネ法の解説（荷主が遵守すべき判断基準）
荷主は、エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1％以上低減する努力が求め

られます。
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エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置

貨物輸送事業者や準荷主と連携し、輸送量の平準化等による輸送効率向上、共同輸配送や帰り荷の確保による実車
率の向上、予約受付システム等の活用による荷待ち時間の縮減に努めるとともに、燃料消費率又は電力消費率に関する
性能の優れた自動車等の導入に協力する。

１．共通的な取組
荷主は、エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1％以上低減する努力が求められます。

(1) 取組方針の作成とその効果等の把握

(2) 関連インフラの整備

(3) 貨物輸送事業者等との連携

(4) 環境に配慮した製品開発及び生産体制整備

２．主に企業向けの大口貨物の配送効率向上の取組

３．主に消費者向けの小口貨物の配送効率向上の取組

自宅における直接受け取り以外の受け取りやすい手法等を活用した再配達の削減、消費者への啓発に努める。

Ⅱ．

貨物輸送に係る省エネを進めるための中長期的な目標を設定し、その目標達成に向けて効果等を検証し、さらに効果的な
取組を行う。また、貨物輸送事業者の従業員に対する教育、研修等への協力や、サードパーティーロジスティクスの活用に努
める。

物流施設及び物流拠点について、機械化、自動化、適正配置や集約、業務の効率化に配慮した整備や、国内物流EDI
標準、RFID、一貫パレチゼーション、車両動態管理システム等の活用により荷役の簡略化を図る。

荷主及び貨物輸送事業者その他の関係者の連携を深めるための定期的な懇談会や検討会の設置及びそれらへ
の参画を通じた情報交換を行うとともに、環境に配慮している貨物輸送事業者の選定に努める。

製品使用後の廃棄物、リサイクル資源等の輸送をあらかじめ考慮した製品開発や、貨物輸送に併せて出庫
時間を調整できるような生産体制の構築等に努める。



省エネ法の解説（荷主が遵守すべき判断基準）
荷主は次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、貨物の輸送に係る非化石エネルギー

への転換の適切かつ有効な実施が求められます。
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荷主の非化石エネルギーへの転換の判断基準

Ⅰ．非化石エネルギーへの転換の基準

荷主は次に掲げる諸基準を遵守することを通じ、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有
効な実施が求められます。
なお、非化石エネルギーへの転換に関する措置の中にはエネルギーの使用の合理化の効果を必ずしももたら
さない措置もあることから、当該措置を講じるに当たっては、エネルギーの使用の合理化を著しく妨げるこ
とのないよう留意してください。

貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に対する取組方針を定めるほか、責任者を配置し、エネル
ギーの使用の実態等を正確に把握する。加えて、定期報告に関する情報の開示を検討する。

① 貨物輸送事業者と連携して、非化石エネルギー自動車（※）、非化石エネルギーを使用する鉄道、船舶又
は航空機を選択し、非化石エネルギーへの転換を図る。
※ EV、水素自動車（FCV を含む）、PHEV 及び専らバイオ燃料・合成燃料を使用する自動車

② 非化石エネルギーの充てん又は充電時間を適切に設定することや積載量又は航続距離等に応じて適切な輸
送機器を選択することを通じて効率的に運行又は運航できるよう、他の荷主、準荷主、貨物輸送事業者そ
の他の関係者と連携して配送計画を検討する。

１．取組方針の作成とその効果等の把握

２．貨物輸送事業者等との連携



省エネ法の解説（荷主が遵守すべき判断基準）
非化石エネルギー自動車の台数の割合について８ｔ以下は５％を目安として、2030年度にお

ける目標を定め、非化石エネルギーへの転換の計画的に取り組むべき措置によりこの実現に努める。
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非化石エネルギーへの転換の目標及び計画的に取り組むべき措置

荷主は、自家用及び荷主専属用輸送で使用する貨物自動車（車両総重量８トン以下）の台数に対する非化石エネ
ルギー自動車の台数の割合について５％を目安（※）として、2030年度における目標を定め、この実現に努める
ものとします。

輸送機器ごとに定められた目安を参照し、非化石エネルギーへの転換の目標を定め、その目標に関する中長期的
な計画の策定や実施に当たっては、必要とする非化石エネルギー自動車の台数等を書面及び電子的方法により貨
物事業者に対して示した上で、協議を行う。
また、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の実態、非化石エネルギーへの転換に関する取組、当該取組による効
果等を踏まえて目標や方針を再検討し、さらに効果的な取組を行う。

他の荷主、準荷主、貨物輸送事業者その他の関係者と連携して、非化石エネルギーを使用する輸送機器の導入を
後押しし、円滑な運用を図るため、荷役作業等の時間を利用して非化石エネルギーの充てん又は充電するための
関連インフラを整備する。

非化石エネルギー自動車での貨物輸送を発注することにより、貨物輸送事業者において生ずる非化石エネルギー
導入費用の運賃等への反映について貨物輸送事業者から協議の要請がある場合には、同協議に応じることとし、
その上で、同費用を運賃等設定における考慮要素とするよう努める。

※ 非化石エネルギー自動車の他に、ハイブリッド自動車（HEV）の使用台数も、取組評価の参考事項として
考慮します。
また、貨物自動車（車両総重量８トン超）の使用割合や充電設備の設置数などについても、荷主自らが先行
的に目標を設定して実現に取り組むこともできます。

１．取組方針の作成とその効果等の把握

２．関連インフラの整備

３．貨物輸送事業者との運賃等の設定に係る協議

Ⅱ．



省エネ法の解説（判断基準の遵守状況）
第7表での報告は、「判断基準の順守状況」を項目ごとにチェックする様式になって

います。
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省エネ法の解説（エネルギー使用原単位）
改正省エネ法では、非化石エネルギーも含めたエネルギー全体の使用の合理化を図る必要があり
ます。
エネルギーの使用の合理化に関する取組はエネルギー使用原単位により評価を行います。
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省エネ政策（支援策）
運輸部門における補助金制度等については、資源エネルギー庁のホームページ等で最新情報を
収集。
URL:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enter
prise/support/index.html
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省エネ政策（支援策つづき）
省エネ設備への更新にあたって支援補助金制度があるので、資源エネルギー庁のホームページ等
で最新情報を収集。
URL:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enter
prise/support/index.html
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省エネ法ヘルプデスクの紹介（１/２）２
FAQはカテゴリー別や各表ごとに整理されているため目的の情報を探しやすく、キーワード
検索やAIチャットボットによる自動案内も利用でき、迅速な自己解決が可能です。



省エネ法関連ヘルプデスクの紹介
EEGSの操作に関するお問い合わせは別途EEGSヘルプデスクへお問い合わせください。
また、温対法に関するお問い合わせは別途温対法ヘルプデスクへお問い合わせください。


